
                                            

オープンカウンター方式による見積依頼の公示（再度公告） 

 

 

 令和８年３月２日 

 

支出負担行為担当官             

長崎地方法務局長  青 島 喜 夫    

 

 

 下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。  

記 

１ オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 

(1) 業 務 件 名   令和８年度長崎法務合同庁舎ほか４庁自家用電気工作物保

安管理業務委託契約 

(2) 履 行 場 所  仕様書のとおり 

(3) 業 務 内 容  仕様書のとおり 

(4) 履 行 期 間  仕様書のとおり 

(5) そ の 他  見積書は、仕様書等及び「長崎地方法務局オープンカウンター

方式実施要領」を熟読の上、作成すること。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の規定に

該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、予決令第７０条における特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に

おいて、Ｄ等級以上に格付けされ、かつ、営業の品目として「建物管理等各種保守

管理」の資格を登録している者で、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であ

ること。 

(3) 電気事業法施行規則第５２の２及び経済産業省告示第２４９号に定める要件に

該当する者で、本業務を適正かつ円滑に遂行できると認められる知識、体制等を有

していること。 

(4) その他、調達説明書等において示す条件に違反しない者であること。 

 

３ 契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒８５０－８５０７ 

長崎市万才町８番１６号 

長崎地方法務局会計課施設係（担当 篠﨑） 

電 話：０９５－８２０－５９０３（内線２２７）  

メール：y-shinozaki5be@moj.go.jp 

 

４ 調達説明書等の交付期間及び交付方法 

(1) 交付期間 

公告日から令和８年３月６日（金）まで 



                                            

(2) 交付方法 

電子調達システムにおいて交付する。 

 

５ 電子調達システムの利用 

  本件は、電子調達システムにより行う。 

 

６ 事前提出書類等の提出期限、提出方法及び提出場所 

(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 

ア 令和７・８・９年度「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し 

イ 各履行場所対応事務所の所在地（履行場所までの到達時間及び交通手段含

む。） 

ウ 各履行場所保安業務担当者の電気主任技術者免状（写し）及び保安管理業

務実績 

エ 機械器具の保有状況届出書の写し   

オ 労働災害保険証券の写し 

カ 受電設備機械補償保険証の写し  

キ 誓約書（役員等名簿添付） （別紙１） 

ク 委任状（該当ない場合は不要） （別紙２） 

ケ 仕様書に基づく標準価格による総額を記載した価格証明書 

(2) 提出期限 

令和８年３月６日（金）１７時００分まで 

(3) 提出方法 

適宜の方法（メール、郵便等）  

(4) 提出場所 

前記３のとおり 

 

７ 見積書の提出期限、提出方法及び提出場所 

(1) 提出期限 

令和８年３月１２日（木）１０時００分まで 

(2) 提出方法 

電子調達システムにて１１０分の１００に相当する金額（以下「税抜き価格」

という。）を設定し、提出するものとする。その際、税抜き価格のほか、消費税及

び地方消費税額（以下「消費税額」という。）が明記されている各庁舎ごとの内訳

書を添付するものとする。 

(3) 提出場所 

電子調達システム 

 

８ 見積合わせの日時等 

(1) 日時 

令和８年３月１３日（金）１０時００分 

(2) 方法 

非公開にて実施する。 

 



                                            

９ 契約の相手方の決定方法 

予決令第９９条の５の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の

価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。 

 

10 結果通知 

見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者にのみ通知するほか、当局ホ

ームページで契約者名及び契約金額を公表する。  

 

11 契約保証金の納付 

免除 

 

12 契約書又は請書の作成の要否 

  要 

 

13 その他 

(1) 見積書作成及び提出に係る費用は、全て参加者負担とする。  

(2) 都合により見積合わせを取りやめることがある。 

(3) 詳細は、長崎地方法務局オープンカウンター方式実施要領による。 

 

以 上 


